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１【提出理由】

当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの　ナショナル・インデムニティー・カンパニー（National Indemnity Company）

　　　　　　　　　　（Berkshire Hathaway Inc.の完全子会社）

 
（2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 1,544,727個 9.32％

異動後 1,652,660個 10.10％
 

注1. 異動前の「総株主等の議決権の数に対する割合」は、2025年3月10日現在の発行済株式総数1,660,758,361株

から議決権を有しない株式数3,185,512株を控除した株式数1,657,572,849株に係る総株主等の議決権の数

16,575,728個を分母として計算し、小数点以下第3位を四捨五入しております。

注2. 異動後の「総株主等の議決権の数に対する割合」は、2026年5月6日現在の発行済株式総数1,660,758,361株

から議決権を有しない株式数24,323,772株を控除した株式数1,636,434,589株に係る総株主等の議決権の数

16,364,345個を分母として計算し、小数点以下第3位を四捨五入しております。

注3. 上記については、異動前については2025年3月17日付（報告義務発生日：2025年3月10日）で当該株主より提

出された大量保有報告書（変更報告書No.3）に、異動後については当該主要株主の報告に基づくものであ

り、当社としては当該主要株主名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。

 
（3）当該異動の年月日

2026年5月1日

 
（4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　　263,711百万円

発行済株式総数　普通株式　　1,660,758,361株

 
以　上
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